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(57)【要約】
【課題】セル電圧の実際値に対してモニター値が乖離し
ている場合であっても使用範囲からのセル電圧の逸脱を
未然に回避でき、これにより過剰な充放電に起因するバ
ッテリの劣化等の不具合を防止できるバッテリ電圧の監
視装置を提供する。
【解決手段】予めセル電圧の使用範囲の上限電圧より低
電圧側に充電抑制点を設定し、使用範囲の下限電圧より
高電圧側に放電抑制点を設定しておく。バッテリ５の充
放電中において、使用範囲内で何れかのセルの電圧が上
昇して充電抑制点に達したときにバッテリ５への充電電
流を低減し、何れかのセルの電圧が下降して放電抑制点
に達したときにバッテリ５からの放電電流を低減する。
これによりセル電圧を上限電圧や下限電圧に緩やかに接
近させて、使用範囲を逸脱したときの充放電の中止遅れ
を防止する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリ充放電手段により充放電制御されるバッテリの各セルの電圧を所定周期でそれ
ぞれ計測するセル電圧計測手段と、
　前記バッテリ充放電手段による前記バッテリの充電に伴って前記セル電圧計測手段によ
り計測された何れかのセルの電圧が予め設定された使用範囲の上限電圧を超えたとき、又
は前記バッテリ充放電手段による前記バッテリの放電に伴って前記何れかのセルの電圧が
前記使用範囲の下限電圧を超えたときに、前記セルの電圧を前記使用範囲内にとどめるべ
く前記バッテリの充放電を中止する充放電中止手段と、
　前記バッテリ充放電手段による前記バッテリの充放電中において、前記使用範囲内で前
記何れかのセルの電圧が上昇して前記上限電圧よりも低電圧側に設定された充電抑制点に
達したときには、前記バッテリへの充電電流を低減し、前記使用範囲内で前記何れかのセ
ルの電圧が下降して前記下限電圧よりも高電圧側に設定された放電抑制点に達したときに
は、前記バッテリからの放電電流を低減する充放電抑制手段と
を備えたことを特徴とするバッテリ電圧の監視装置。
【請求項２】
　前記セル電圧計測手段と前記充放電中止手段とが通信線により接続され、該通信線を介
して前記セル電圧計測手段により計測された前記セルの電圧を前記充放電中止手段に送信
する
ことを特徴とする請求項１に記載のバッテリ電圧の監視装置。
【請求項３】
　前記バッテリの劣化指標を算出するバッテリ劣化推定手段、又は前記バッテリの温度を
検出するバッテリ温度検出手段の少なくとも一方と、
　前記バッテリ劣化推定手段による劣化指標が劣化側であるほど、又は前記バッテリ温度
検出手段によるバッテリ温度が低いほど、前記充電抑制点を低電圧側に補正し、前記放電
抑制点を高電圧側に補正する抑制点補正手段とをさらに備え、
　前記充放電抑制手段は、前記抑制点補正手段による補正後の前記充電抑制点及び前記放
電抑制点に基づき前記充電電流及び放電電流を低減する
ことを特徴とする請求項１または２に記載のバッテリ電圧の監視装置。
【請求項４】
　前記バッテリの劣化指標を算出するバッテリ劣化推定手段、又は前記バッテリの温度を
検出するバッテリ温度検出手段の少なくとも一方と、
　前記バッテリ劣化推定手段による劣化指標が劣化側であるほど、又は前記バッテリ温度
検出手段によるバッテリ温度が低いほど、前記充放電抑制手段による充電電流及び放電電
流の低減度合いを高める低減度合い設定手段とをさらに備え、
　前記充放電抑制手段は、前記低減度合い設定手段により設定された低減度合いに基づき
前記充電電流及び放電電流を低減する
ことを特徴とする請求項１または２に記載のバッテリ電圧の監視装置。
【請求項５】
　前記抑制点補正手段は、同一の劣化指標及び同一のバッテリ温度において、前記放電抑
制点よりも前記充電抑制点をより大きく補正する
ことを特徴とする請求項３に記載のバッテリ電圧の監視装置。
【請求項６】
　前記低減度合い設定手段は、同一の劣化指標及び同一のバッテリ温度において、前記放
電電流の低減度合いよりも前記充電電流の低減度合いをより高める
ことを特徴とする請求項４に記載のバッテリ電圧の監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリ電圧の監視装置に係り、詳しくはバッテリを構成するセルの過剰な
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充放電を防止するための監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば電気自動車やハイブリッド車両等の電動車両では、モータ２を駆動するためのバ
ッテリとして多数のセルを接続した組電池が用いられており、全てのセルはバッテリの充
放電に伴って一括して充放電されるようになっている。使用可能な電圧の範囲（以下、使
用範囲という）を外れたセルの過剰な充放電は劣化等の要因になることから、セルの電圧
が使用範囲を外れたときにはバッテリの充放電を中止する対処を実施している。製造バラ
ツキ等に起因するセルの固体差により、バッテリが充放電されるときの各セルの電圧変化
が相違することから、上記した電圧監視は全てのセルに対して実行されている。
【０００３】
　より具体的に述べると、例えば、各セルの電圧の計測処理はセルモニターユニット（以
下、ＣＭＵという）により実行され、所定周期で計測した全セルの電圧情報がＣＭＵから
上位の制御ユニットであるバッテリＥＣＵに送信される。バッテリＥＣＵではバッテリの
ＳＯＣ（充電率：State Of Charge）の算出等のバッテリ管理に関する処理が実行される
と共に、そのＳＯＣ情報等と共にセル電圧の情報が上位の制御ユニットである車両ＥＣＵ
に送信される。受信したＳＯＣ情報等に基づき、車両ＥＣＵによりモータ２の力行制御や
回生制御が実行されると共に、セル電圧の情報に基づき何れかのセル電圧が使用範囲を逸
脱していると判定したときにはバッテリの充放電が中止される。
【０００４】
　しかしながら、車両ＥＣＵで充放電の中止処理に適用される各セルの電圧（以下、モニ
ター値という）は実際のセル電圧（以下、実際値という）に対し遅延方向に乖離を生じ、
これに起因して、モニター電圧が使用範囲を外れたときの充放電中止の対処が遅れるとい
う問題がある。このような乖離現象は、ＣＭＵによるセル電圧の周期的な計測、及びＣＭ
Ｕと車両ＥＣＵとの間の通信遅れの２つの要因により生じる。
【０００５】
　図２に示すように、バッテリの充電時には上昇中の実際値が所定周期でモニター値とし
て計測され、図３に示すように、バッテリの放電時には下降中の実際値が所定周期でモニ
ター値として計測される。何れの場合もモニター値は計測周期毎に実際値と一致するもの
の、そのモニター値が次の計測タイミングまで適用されることで実際値との間に周期的な
遅延方向の乖離が生じる。
【０００６】
　また、上記ＣＭＵ、バッテリＥＣＵ及び車両ＥＣＵは、例えばＣＡＮ（Controller Are
a Network）を介して相互通信している。その関係を図１に示すが、セル電圧の送受信は
互いの制御ユニットの演算周期に応じて実行されるため、ＣＭＵ６からバッテリＥＣＵ７
への送受信の際、及びバッテリＥＣＵ７から車両ＥＣＵ８への送受信の際にそれぞれ遅延
が発生し、この点も実際値に対するモニター値の乖離を助長する要因となる。
【０００７】
　結果として、実際値に対して遅れをもって追従するモニター値に基づき、車両ＥＣＵに
よるバッテリの充放電中止が実施される。よって、図４に破線で示すように、バッテリの
充電時には充電中止の対処が遅れることによりセル電圧（実際値）が一時的に上限電圧を
超えてしまい、放電時には放電中止の対処が遅れることによりセル電圧が一時的に下限電
圧を超えてしまう。
【０００８】
　このような不具合に着目した技術として、特許文献１の技術を挙げることができる。当
該特許文献１の技術は、充電器によるバッテリへの充電を終了する際に、充電電流の低下
遅れに起因してバッテリの過充電が発生する不具合への対策として、現在のセル電圧の上
昇状況に基づき、充電器の電流制御が追従可能な応答時間後のセル電圧を予測し、その予
測値が所定の上限値に達した時点で充電器の出力電流を低下させ、これにより充電終了の
タイミングの最適化を図っている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平０９－２００９６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記した特許文献１の技術は、セル電圧を予測することにより実際値に対する予測値（
モニター値）の乖離を解消する趣旨であるが、充電中のセル電圧の上昇状況には、例えば
バッテリのＳＯＨやバッテリ温度等の多数の要件が影響することから、正確にセル電圧を
予測するのは現実的に不可能である。このため実際値に対するモニター値の乖離を解消で
きず、依然として最適なタイミングで充電を終了できずにセルが過充電されてしまい、問
題解決にはなり得なかった。
【００１１】
　本発明はこのような問題点を解決するためになされたもので、その目的とするところは
、セル電圧の実際値に対してモニター値が乖離している場合であっても使用範囲からのセ
ル電圧の逸脱を未然に回避でき、これにより過剰な充放電に起因するバッテリの劣化等の
不具合を防止することができるバッテリ電圧の監視装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するため、本発明のバッテリ電圧の監視装置は、バッテリ充放電手段
により充放電制御されるバッテリの各セルの電圧を所定周期でそれぞれ計測するセル電圧
計測手段と、前記バッテリ充放電手段による前記バッテリの充電に伴って前記セル電圧計
測手段により計測された何れかのセルの電圧が予め設定された使用範囲の上限電圧を超え
たとき、又は前記バッテリ充放電手段による前記バッテリの放電に伴って前記何れかのセ
ルの電圧が前記使用範囲の下限電圧を超えたときに、前記セルの電圧を前記使用範囲内に
とどめるべく前記バッテリの充放電を中止する充放電中止手段と、前記バッテリ充放電手
段による前記バッテリの充放電中において、前記使用範囲内で前記何れかのセルの電圧が
上昇して前記上限電圧よりも低電圧側に設定された充電抑制点に達したときには、前記バ
ッテリへの充電電流を低減し、前記使用範囲内で前記何れかのセルの電圧が下降して前記
下限電圧よりも高電圧側に設定された放電抑制点に達したときには、前記バッテリからの
放電電流を低減する充放電抑制手段とを備えたことを特徴とする（請求項１）。
【００１３】
　このように構成したバッテリ電圧の監視装置によれば、セル電圧計測手段による各セル
の電圧の周期的な計測に起因して、セルの電圧の実際値に対して充放電中止手段の充放電
中止に適用されるモニター値が遅延方向に乖離し、充放電の中止を遅らせる要因になる。
本発明では、使用範囲内で何れかのセルの電圧が上昇して充電抑制点に達すると、バッテ
リへの充電電流の低減により上昇速度が低められてセルの電圧が緩やかに上限電圧に接近
する。また何れかのセルの電圧が下降して放電抑制点に達すると、バッテリへの放電電流
の低減により下降速度が低められてセルの電圧が緩やかに下限電圧に接近する。よって、
実際値に対し遅れをもって追従するモニター値に基づく場合であっても充放電の中止が遅
滞なく実施され、セルの電圧が使用範囲から逸脱する事態を回避可能となる。
【００１４】
　その他の態様として、前記セル電圧計測手段と前記充放電中止手段とが通信線により接
続され、該通信線を介して前記セル電圧計測手段により計測された前記セルの電圧を前記
充放電中止手段に送信することが好ましい（請求項２）。
　このように構成したバッテリ電圧の監視装置によれば、セル電圧計測手段と充放電中止
手段との間の通信遅れに起因して、実際値に対するモニター値の乖離がより助長されるが
、この場合でも充放電中止手段による充放電の中止が遅滞なく実施される。
【００１５】
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　その他の態様として、前記バッテリの劣化指標を算出するバッテリ劣化推定手段、又は
前記バッテリの温度を検出するバッテリ温度検出手段の少なくとも一方と、前記バッテリ
劣化推定手段による劣化指標が劣化側であるほど、又は前記バッテリ温度検出手段による
バッテリ温度が低いほど、前記充電抑制点を低電圧側に補正し、前記放電抑制点を高電圧
側に補正する抑制点補正手段とをさらに備え、前記充放電抑制手段が、前記抑制点補正手
段による補正後の前記充電抑制点及び前記放電抑制点に基づき前記充電電流及び放電電流
を低減することが好ましい（請求項３）。
【００１６】
　このように構成したバッテリ電圧の監視装置によれば、バッテリが劣化するほど、或い
はバッテリ温度が低いほど、実際値に対するモニター値の乖離が顕著化するが、それに応
じて充電抑制点が低電圧側に補正され、放電抑制点が高電圧側に補正される。このため、
セルの電圧が上昇したときの充電電流の低減、及びセルの電圧が下降したときの放電電流
の低減がより早期に開始され、セルの電圧の使用範囲からの逸脱が一層確実に防止される
。
【００１７】
　その他の態様として、前記バッテリの劣化指標を算出するバッテリ劣化推定手段、又は
前記バッテリの温度を検出するバッテリ温度検出手段の少なくとも一方と、前記バッテリ
劣化推定手段による劣化指標が劣化側であるほど、又は前記バッテリ温度検出手段による
バッテリ温度が低いほど、前記充放電抑制手段による充電電流及び放電電流の低減度合い
を高める低減度合い設定手段とをさらに備え、前記充放電抑制手段が、前記低減度合い設
定手段により設定された低減度合いに基づき前記充電電流及び放電電流を低減することが
好ましい（請求項４）。
【００１８】
　このように構成したバッテリ電圧の監視装置によれば、バッテリが劣化するほど、或い
はバッテリ温度が低いほど、実際値に対するモニター値の乖離が顕著化するが、それに応
じて充電電流及び放電電流の低減度合いが高められる。このため、セルの電圧が上昇した
ときの充電電流の低減、及びセルの電圧が下降したときの放電電流の低減がより急激に行
われ、セルの電圧の使用範囲からの逸脱が一層確実に防止される。
【００１９】
　その他の態様として、前記抑制点補正手段が、同一の劣化指標及び同一のバッテリ温度
において、前記放電抑制点よりも前記充電抑制点をより大きく補正することが好ましい（
請求項５）。
　このように構成したバッテリ電圧の監視装置によれば、放電側に比較してバッテリの劣
化やバッテリ温度の低下の影響を受け易い充電側では、より早期に充電電流が低減される
。このため、充放電の特性に応じて充電電流及び放電電流の低減を一層適切なタイミング
で開始可能となる。
【００２０】
　その他の態様として、前記低減度合い設定手段が、同一の劣化指標及び同一のバッテリ
温度において、前記放電電流の低減度合いよりも前記充電電流の低減度合いをより高める
ことが好ましい（請求項６）。
　このように構成したバッテリ電圧の監視装置によれば、放電側に比較してバッテリの劣
化やバッテリ温度の低下の影響を受け易い充電側では、より急激に充電電流が低減される
。このため、充放電の特性に応じて充電電流及び放電電流を一層適切な速度で低減可能と
なる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のバッテリ電圧の監視装置によれば、セル電圧の実際値に対してモニター値が乖
離している場合であっても使用範囲からのセル電圧の逸脱を未然に回避でき、これにより
過剰な充放電に起因するバッテリの劣化等の不具合を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２２】
【図１】実施形態のハイブリッド車両用のバッテリ電圧の監視装置を示す全体構成図であ
る。
【図２】バッテリの充電に伴ってセル電圧が上昇したときの実際値に対するモニター値の
乖離を示すタイムチャートである。
【図３】バッテリの放電に伴ってセル電圧が下降したときの実際値に対するモニターの乖
離を示すタイムチャートである。
【図４】セル電圧が上昇及び下降したときの制御状況を実施形態と特許文献１の技術とで
比較したタイムチャートである。
【図５】車両ＥＣＵにより実行されるバッテリ電圧監視ルーチンを示すフローチャートで
ある。
【図６】充電及び放電抑制処理による充電電流及び放電電流の抑制状況を示す特性図であ
る。
【図７】実際値とモニター値との偏差ΔＶに対するＳＯＨ及びバッテリ温度の影響を示す
特性図である。
【図８】充電時における充電抑制点の補正量を設定するためマップを示す説明図である。
【図９】放電時における放電抑制点の補正量を設定するためマップを示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明をハイブリッド車両用のバッテリ電圧の監視装置に具体化した一実施形態
を説明する。
　図１は本実施形態のハイブリッド車両用のバッテリ電圧の監視装置を示す全体構成図で
ある。
　本実施形態の車両１は、走行用動力源としてモータ２及びエンジン３を備えたハイブリ
ッド車両であり、モータ２及びエンジン３は変速機４を介して車両１の駆動輪に連結され
ている。モータ２はバッテリ５からの電力供給により駆動されると共に、ジェネレータと
しても機能して発電電力をバッテリ５に充電し、この充放電の際のバッテリ５の電圧（詳
しくは、後述するセル電圧）を監視するためにバッテリ電圧の監視装置が搭載されている
。但し、車両１の種別はこれに限るものではなく、例えば走行用動力源としてモータを搭
載した電気自動車として具体化してもよい。
【００２４】
　車両１の制御系は複数の制御ユニットにより分担されており、最も下位の制御ユニット
の１つとしてＣＭＵ（セルモニターユニット）６が備えられている。このＣＭＵ６はバッ
テリ５の各種情報を取得する役割を果たし、そのためにバッテリ５の上部に設置されてい
る。バッテリ５は多数のセルから構成される組電池であり、それらのセルをバッテリパッ
クに収容して構成されている。それぞれのセルに対してＣＭＵ６は電気的に接続されてお
り、各セルの電圧や温度（以下、セル情報と総称する場合もある）を計測するようになっ
ている（セル電圧計測手段）。
【００２５】
　ＣＭＵ６には、上位の制御ユニットとしてバッテリＥＣＵ７がＣＡＮ１０（通信線）に
より接続されており、このバッテリＥＣＵ７はＣＡＮ１０を介してＣＭＵ６から受信され
るセル情報に基づきバッテリ５のＳＯＣの算出等の各種処理を実行すると共に、以下に述
べる車両ＥＣＵ８に対してＣＭＵ６からのセル情報を中継する役割も果たす。
　バッテリＥＣＵ７には、最も上位の制御ユニットとして車両ＥＣＵ８がＣＡＮ１０によ
り接続されており、この車両ＥＣＵ８が車両１全体の総合的な制御を実行する。例えば車
両ＥＣＵ８は、モータ２及びエンジン３の回転速度、変速機４の変速段、車速、運転者に
よるアクセル操作やブレーキ操作等の検出情報を各種センサ類９から入力すると共に、上
記ＣＭＵ６により計測されたセル情報やバッテリＥＣＵ７により算出されたＳＯＣ等の情
報も入力する。
【００２６】
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　そして、それらの情報に基づき、車両ＥＣＵ８はバッテリＥＣＵ７やＣＭＵ６等の下位
の制御ユニットに各種指令を送信し、これによりモータ２及びエンジン３の運転制御、変
速機４の変速制御等を実行する。モータ２の運転制御に関しては、例えば車両１の走行中
にバッテリ５からの放電電力によりモータ２を力行制御して運転者のアクセル操作に応じ
たトルクを発生させたり、或いは、アクセルオフによる車両１の減速中にモータ２を回生
制御して回生電力をバッテリ５に充電したりする（バッテリ充放電手段）。
【００２７】
　セル情報の１つとしてＣＭＵ６が行うセル電圧の計測処理は、以下の手順で実行される
。
　図２はバッテリ５の充電に伴ってセル電圧が上昇したときの実際値に対するモニター値
の乖離を示すタイムチャート、図３はバッテリ５の放電に伴ってセル電圧が下降したとき
の実際値に対するモニターの乖離を示すタイムチャート、図４はセル電圧が上昇及び下降
したときの制御状況を実施形態と特許文献１の技術とで比較したタイムチャートである。
【００２８】
　ＣＭＵ６はバッテリ５を構成する全てのセルの電圧を所定周期でそれぞれ計測しており
、図２に示すバッテリ５の充電時には上昇中のセル電圧が計測され、図３の放電時には下
降中のセル電圧が計測される。そして計測の完了毎に、各セル電圧はモニター値としてＣ
ＭＵ６からバッテリＥＣＵ７を経て車両ＥＣＵ８に逐次送信される。車両ＥＣＵ８側では
、受信したセル電圧に基づき、何れかのセル電圧が予め設定された使用範囲の上限電圧を
超えたり下限電圧を超えたりして使用範囲内から逸脱すると、そのセル電圧を使用範囲内
にとどめるべくバッテリ５の充放電を中止する対処を実施する（充放電中止手段）。
【００２９】
　しかし、［背景技術］で説明したように、ＣＭＵ６によるセル電圧の周期的な計測、及
びＣＭＵ６と車両ＥＣＵ８との間の通信遅れに起因して実際値からモニター値が乖離し、
この乖離現象により車両ＥＣＵ８による充放電中止の対処が遅れ、図４中に破線で示すよ
うに、セル電圧（実際値）が上限電圧や下限電圧を超えて使用範囲から逸脱してしまう。
また、その対策として、セル電圧の予測により実際値に対する予測値（モニター値）の乖
離解消を図った特許文献１の技術では、正確な電圧予測が不可能であることから問題解決
にはなり得ない。
【００３０】
　以上の不具合を鑑みて本発明者は、実際値からのモニター値の乖離はやむを得ないもの
と見なし、セル電圧が使用範囲を逸脱する際のセル電圧の変化速度に着目した。即ち、た
とえ乖離現象により実際値に対し遅れをもってモニター値が追従していたとしても、使用
範囲を逸脱する直前に実際値の変化速度が低下すれば、モニター値に基づき使用範囲内か
らの実際値の逸脱を防止できるとの知見に至った。
【００３１】
　この知見に基づき車両ＥＣＵ８により実行されるバッテリ電圧監視制御を、以下に第１
及び第２実施形態として説明する。
［第１実施形態］
　本実施形態ではバッテリ電圧監視制御を実行するために、図４に示すように、予めセル
電圧の使用範囲の上限電圧より若干低電圧側に充電抑制点を設定し、使用範囲の下限電圧
より若干高電圧側に放電抑制点を設定しており、これらの抑制点に基づきセル電圧の上昇
及び下降を抑制することにより使用範囲からの逸脱を防止している。
【００３２】
　図５は車両ＥＣＵ８により実行されるバッテリ電圧監視ルーチンを示すフローチャート
であり、車両１のイグニションスイッチがＯＮされているときに当該ルーチンが所定の制
御インターバルで実行される。
　車両ＥＣＵ８は、まずステップＳ１でセル電圧（モニター値）が充電抑制点に達したか
否かを判定する。この判定処理は全てのセルの電圧に対して行われ、何れのセル電圧も充
電抑制点に達していない場合には、Ｎo（否定）の判定を下してステップＳ２に移行する
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。ステップＳ２ではセル電圧が放電抑制点に達したか否かを判定し、Ｎoのときには一旦
ルーチンを終了する。このステップＳ２の判定処理も、全てのセル電圧を対象として行わ
れる。
【００３３】
　このように全てのセル電圧が充電抑制点及び放電抑制点を達していない場合、換言すれ
ば、使用範囲よりも狭い充電抑制点と放電抑制点との間の領域に保たれている場合には、
何らバッテリ５の充放電制御への介入は行われない。
　また、ステップＳ１で何れか１つでもセル電圧が充電抑制点に達しているときには、Ｙ
es（肯定）の判定を下してステップＳ３に移行する。ステップＳ３では現在モータ２の回
生制御によりバッテリ５が充電中であるか否かを判定し、Ｎoのときにはルーチンを終了
する。このようにバッテリ５が充電中でない場合、何れかのセル電圧が充電抑制点に達し
ていたとしても、さらに上昇して上限電圧に達する可能性はない。よって、この場合もバ
ッテリ５の充放電制御への介入は行われない。
【００３４】
　また、ステップＳ３でバッテリ５が充電中であるとしてＹesの判定を下したときには、
ステップＳ４に移行する。ステップＳ４では充電抑制処理を実行し、バッテリ５への充電
電流（ひいては充電電力）を低減する（充放電抑制手段）。例えば、現在実行されている
モータ２の回生制御のトルク目標値を減少補正することにより充電電流の低減を図り、そ
の後にルーチンを終了する。
【００３５】
　また、ステップＳ２で何れか１つでもセル電圧が放電抑制点に達しているときには、Ｙ
esの判定を下してステップＳ５に移行する。ステップＳ５では現在モータ２の力行制御に
よりバッテリ５が放電中であるか否かを判定し、Ｎoのときにはルーチンを終了する。ス
テップＳ５の趣旨は上記したステップＳ３と同様であり、バッテリ５が放電中でない場合
には、何れのセル電圧も下限電圧に達する可能性がないとの知見に基づく。
【００３６】
　また、ステップＳ５でＹesの判定を下したときにはステップＳ４に移行し、放電抑制処
理としてバッテリ５からの放電電流（ひいては放電電力）を低減する（充放電抑制手段）
。例えば、現在実行されているモータ２の力行制御のトルク目標値を減少補正することに
より、放電電流の低減を図る。
　図６は充電及び放電抑制処理による充電電流及び放電電流の抑制状況を示す特性図であ
り、その横軸はＳＯＣの使用範囲（0～100％）を示し、縦軸は０を境界として上側に充電
電流（充電電力）を、下側に放電電流（放電電力）を示している。
【００３７】
　基本的に充電電流及び放電電流はＳＯＣ及びバッテリ温度（-30℃、0℃、25℃）に応じ
て上限が制限されるが、上記した充電抑制点（ＳＯＣ換算値）を超えた100％側の領域で
は充電抑制処理が実行され、図中に実線で示す所定の勾配に従ってＳＯＣが100％に接近
するほど充電電流が低減されている。また、放電抑制点（ＳＯＣ換算値）を超えた0％側
の領域では放電抑制処理が実行され、実線で示す所定の勾配に従ってＳＯＣが0％に接近
するほど放電電流が次第に低減されている。
【００３８】
　従って、図４に実線で示すように、何れかのセルの電圧が使用範囲内で上昇して充電抑
制点に達した時点で、セル電圧は上昇速度を低められて緩やかに上限電圧に接近する。ま
た、何れかのセル電圧が使用範囲内で下降して放電抑制点に達した時点で、セル電圧は下
降速度を低められて緩やかに下限電圧に接近する。車両ＥＣＵ８は、実際値に対し遅れを
もって追従するモニター値と上限電圧及び下限電圧との比較に基づきバッテリ５の充放電
を中止するが、このようにセル電圧の上昇及び下降速度が低められているため、充放電中
止を遅滞なく実施できる。よって、セル電圧が使用範囲から逸脱する事態を未然に回避で
き、過剰な充放電に起因するバッテリ５の劣化等の不具合を防止することができる。
【００３９】
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　なお、充電電流及び放電電流の低減手法はこれに限るものではなく、例えば、充電抑制
点を超えた100％側の領域では充電電流をステップ的に一定値まで低減し、放電抑制点を
超えた0％側の領域では放電電流をステップ的に一定値まで低減してもよい。
［第２実施形態］
　次に第２実施形態を説明するが、その説明に先立ち、本実施形態の趣旨を述べる。端的
に表現すると本実施形態は、セル電圧の実際値に対するモニター値の乖離がバッテリ５の
ＳＯＨ（劣化指標：State of Health）及びバッテリ温度の影響を受けることに着目した
ものである。
【００４０】
　図７は実際値とモニター値との偏差ΔＶに対するＳＯＨ及びバッテリ温度の影響を示す
特性図である。この図に示すように、ＣＭＵ６によるセル電圧の計測の時点で乖離により
偏差ΔＶが発生しており、基本的に、その偏差ΔＶはＣＭＵ６と車両ＥＣＵ８との間のＣ
ＡＮ通信速度が遅いほど助長されている。そして、同一のＣＡＮ通信速度であってもバッ
テリ５の劣化に伴いＳＯＨが0％（新品時）から50％に増加すると偏差ΔＶは拡大されて
いる。このような偏差ΔＶの傾向はバッテリ温度に関しても同様であり、バッテリ温度が
低下すると偏差ΔＶは拡大される。結果として、ＳＯＨの増加及びバッテリ温度の低下に
応じて実際値に対するモニター値の乖離が顕著化し、その対策である充電及び放電抑制処
理をより早期に開始する必要性があることが判る。
【００４１】
　そこで本実施形態では、ＳＯＨ及びバッテリ温度に応じて充電抑制点及び放電抑制点を
変化させている（抑制点補正手段）。なお、バッテリ温度は、ＣＭＵ６により計測された
全てのセル温度の平均値を用いればよい（バッテリ温度検出手段）。また、ＳＯＨは、バ
ッテリ５の使用に伴って次第に低下する総容量と相関する指標であり、その推定手法は、
例えば特開２０００－１３１４０４号公報や特開２０１０－７８５３０号公報に記載され
ているように、バッテリ５の満充電時の容量とバッテリ５の内部抵抗とから推定すればよ
い（バッテリ劣化推定手段）。
【００４２】
　また、ＳＯＨ及びバッテリ温度を共に考慮する必要は必ずしもなく、何れか一方のみに
応じて充電抑制点及び放電抑制点を変化させてもよい。
　図８は充電時における充電抑制点の補正量を設定するためマップを示す説明図、図９は
放電時における放電抑制点の補正量を設定するためマップを示す説明図である。これらの
図に示すように、本実施形態においてはＳＯＨが増加（劣化側）するほど補正量が増加設
定されると共に、バッテリ温度が低下するほど補正量が増加設定される。
【００４３】
　そして、図６に矢印で示すように、充電抑制点は所定のベース値から補正量に応じて低
電圧側に補正され、放電抑制点はベース値から補正量に応じて高電圧側に補正され（抑制
点補正手段）、補正後の充電抑制点及び放電抑制点に基づきそれぞれの抑制処理が実行さ
れる。このためバッテリ５のＳＯＨが増加するほど、或いはバッテリ温度が低下するほど
、セル電圧が上昇したときの充電電流の低減がより早期に開始されると共に、セル電圧が
下降したときの放電電流の低減がより早期に開始される。
【００４４】
　実際値に対するモニター値の乖離が大であるほど、実際値から大きく遅れたモニター値
に基づき車両ＥＣＵ８が充放電中止の要否を判定することになるため、充放電中止の遅れ
によりセル電圧が使用範囲を逸脱する可能性が高まる。本実施形態では、このような乖離
が大の場合ほど充電及び放電抑制処理がより早期に開始されるため、バッテリ５のＳＯＨ
や温度に関わらずセル電圧の使用範囲からの逸脱を一層確実に防止することができる。
【００４５】
　また、図８，９のマップの比較から判るように、同一ＳＯＨ及び同一バッテリ温度にお
いて放電抑制点よりも充電抑制点の方がより大きな補正量が導出される。この補正量の相
違は、充電側と放電側との特性の相違に対応するものであり、放電側に比較してＳＯＨの



(10) JP 2017-158365 A 2017.9.7

10

20

30

40

低下やバッテリ温度の低下の影響を受け易い充電側では、より大きな補正量に基づき充電
抑制処理を早期に開始している。これにより充放電の特性の相違に関係なく、充電抑制処
理と放電抑制処理とをそれぞれ一層適切なタイミングで開始することができる。
【００４６】
　以上で実施形態の説明を終えるが、本発明の態様はこの実施形態に限定されるものでは
ない。例えば上記実施形態では、ハイブリッド車両１用のバッテリ電圧の監視装置に具体
化したが、車両用に限るものではなく、例えば定置型のバッテリ装置に適用し、そのバッ
テリを構成する各セルの電圧監視に利用してもよい。
　また上記実施形態では、車両ＥＣＵ８、バッテリＥＣＵ７及びＣＭＵ６をＣＡＮ１０で
接続し、ＣＡＮ１０を介してＣＭＵ６側から送信されるセル電圧に基づき、車両ＥＣＵ８
側で使用範囲を逸脱したときの充放電の中止処理を実施したが、これに限るものではない
。例えば、単一の制御ユニットによりセル電圧の計測処理及び充放電の中止処理を実施す
るようにしてもよい。この場合には制御ユニット間の通信遅れは生じないものの、セル電
圧の周期的な計測に起因する実際値とモニター値との乖離は依然として発生するため、本
発明を適用すれば、この乖離現象による上記した不具合を解消することができる。
【００４７】
　またＣＭＵ６を省略し、その機能をバッテリＥＣＵ７に担わせてもよい。この場合には
バッテリＥＣＵ７の演算処理に関する負担が増大するため、仕様によっては実際値とモニ
ター値との乖離が助長される可能性もあるが、本発明の適用により不具合を解消すること
ができる。
　また第２実施形態では、ＳＯＨ及びバッテリ温度に応じて充電抑制点及び放電抑制点を
変化させることにより、セル電圧が使用範囲を逸脱したときの充電抑制処理及び放電抑制
処理の開始タイミングを変えたが、これに限るものではない。例えば、充電抑制点及び放
電抑制点を固定値とした上で、ＳＯＨ及びバッテリ温度に応じて充電電流及び放電電流の
低減度合いを変化させてもよい（低減度合い設定手段）。
【００４８】
　より具体的には、第２実施形態では図６に基づき説明したように、所定の勾配に従って
充電電流及び放電電流を低減したが、この勾配を、バッテリ５のＳＯＨが増加するほど或
いはバッテリ温度が低下するほど、図６中に破線で示すように急勾配に変化させる（低減
度合いを高める）。ＳＯＨの増加やバッテリ温度の低下により実際値に対してモニター値
が乖離するほど充放電の中止が遅れ易くなるが、それに応じて充電電流及び放電電流が急
激に低減されるため、第２実施形態と同じく、セル電圧の使用範囲からの逸脱を確実に防
止することができる。
【００４９】
　また、このとき、同一ＳＯＨ及び同一バッテリ温度において放電電流の低減度合いより
も充電電流の低減度合いをより高めるようにしてもよい。放電電流に比較して充電電流は
より急激に低減されるようになり、充放電の特性に応じて充電電流及び放電電流を一層適
切な速度で低減することができる。
【符号の説明】
【００５０】
　５　バッテリ
　６　ＣＭＵ（セル電圧計測手段、バッテリ温度検出手段）
　８　車両ＥＣＵ（バッテリ充放電手段、充放電中止手段、充放電抑制手段、
　　　　　　　　バッテリ劣化推定手段、抑制点補正手段、低減度合い設定手段）
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